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2 月 26 日（水）、高野山観光情報センターで、「高野町こども観光大使任命式」を
行い、高野山小学校 6年生 12 名に対し認定証を交付しました。6年生 12 名は、高
野山の名所を案内するおよそ 15 分間の観光動画を製作し、その魅力を幅広く発信
してくれました。今後もこども観光大使として高野山の魅力を発信し続けてくださ
い。なお、観光動画は高野山観光情報センター及び役場玄関ホールで上映を行って
います。

高野町こども観光大使任命式
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4
月
18
日
　
高
野
山
学

4
月
20
日
　
お
逮
夜
ナ
イ
ト
ウ
ォ
ー
ク

4
月
21
日
　
報
恩
高
野
市

　
※�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染

拡
大
等
に
よ
り
状
況
が
変
化
し
た
場
合
、

中
止
、
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

4月の主な行事
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、町
民
の
皆
様
か
ら
の
俳
句
・

川
柳
な
ど
を
掲
載
い
た
し
ま
す
。
ふ
る
っ
て
ご
参

加
く
だ
さ
い
。
掲
載
希
望
の
方
は
企
画
公
室
企
画

広
報
係
（
☎
56
︱
２
９
３
２
）
ま
で
！

春
の
昼
ミ
ニ
笑
会
で
青
春
を

森
口
　
妙
子

口
開
け
て
便
り
を
待
て
る
春
ポ
ス
ト
　

富
桝
　
公
子

孫
娘
久
々
飾
る
お
ひ
な
さ
ま

中
垣
内
　
富
貴
代

窓
の
外
病
は
び
こ
る
春
の
闇

油
田
　
英
子

写
メ
ー
ル
の
孫
の
笑
顔
や
ひ
な
飾
り大

谷
　
恵
子

今
月
の
俳
句
（
富
貴
俳
句
会
）

奥
之
院
を
一
之
橋
か
ら
歩
い
て
、
30
分
ほ
ど
で
見
え

て
く
る
の
は
、
御
廟
橋
で
す
。
結
界
で
も
あ
る
橋
を
渡

る
と
、
空
気
が
ぴ
り
り
と
引
き
締
ま
り
、
ひ
ん
や
り
と

し
た
冷
気
が
頬
を
撫
で
ま
す
。
面
前
に
は
、
お
大
師
さ

ま
へ
奉
納
さ
れ
た
無
数
の
灯
籠
を
掲
げ
る
燈
籠
堂
。
こ

こ
は
、
拝
殿
と
も
言
え
る
場
所
で
、
最
奥
に
あ
る
大
師

御
廟
へ
祈
り
を
捧
げ
る
多
く
の
人
々
で
溢
れ
か
え
り
ま

す
。
燈
籠
堂
の
裏
手
に
抜
け
る
と
、
薫
香
が
身
体
を
包

み
込
み
ま
す
。
人
々
が
祈
り
を
捧
げ
る
先
に
は
、
弘
法

大
師
御
廟
が
あ
り
ま
す
。
お
大
師
さ
ま
が
入
定
さ
れ
、

い
ま
な
お
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
為
に
祈
り
続
け
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
聖
地
で
す
。

な
ぜ
、
高
野
山
は
こ
れ
ほ
ど
山
深
い
地
に
あ
り
な
が

ら
、
人
々
が
途
絶
え
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
多
く
の
寺

院
が
建
ち
、
全
国
か
ら
僧
侶
が
集
ま
り
、
参
拝
者
で
賑

わ
っ
て
き
た
の
は
、
ひ
と
え
に
こ
の
大
師
御
廟
が
あ
る

か
ら
だ
と
も
言
え
ま
す
。
高
野
山
に
は
、
大
き
く
分
け

て
二
つ
の
面
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
壇
上
伽
藍
を
中

心
と
し
た
、
修
行
の
聖
地
と
し
て
の
高
野
山
。
そ
し
て

も
う
一
つ
は
、
奥
之
院
御
廟
を
中
心
と
し
た
信
仰
の
聖

地
と
し
て
の
高
野
山
で
す
。
壇
上
伽
藍
は
、
お
大
師
さ

ま
が
弟
子
達
の
修
行
道
場
と
し
て
整
備
し
、
研
鑽
の
為

に
発
展
し
て
き
た
い
わ
ば
僧
侶
の
為
の
場
と
も
い
え
ま

す
。
一
方
、
奥
之
院
は
、
大
師
御
廟
を
起
点
と
し

て
、
古
来
よ
り
僧
俗
ふ
く
め
て
多
く
の
人
々
が
墓

碑
を
建
立
し
て
き
た
大
師
信
者
に
よ
る
霊
場
で
す
。

明
治
初
頭
ま
で
女
人
禁
制
で
あ
っ
た
高
野
山
に
お
い

て
も
、
女
性
も
女
人
道
を
通
り
、
近
く
か
ら
大
師
御

廟
へ
遙
拝
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
お
大
師
さ
ま

の
前
に
お
い
て
は
僧
俗
も
男
女
も
老
若
も
無
く
、
誰
も

が
同
じ
よ
う
に
祈
り
を
捧
げ
て
き
ま
し
た
。
御
廟
を
護

る
為
、
そ
し
て
御
廟
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
お
大
師
さ
ま
を

奉
り
、
祈
り
を
捧
げ
る
為
に
、
奥
之
院
は
天
下
の
霊
場

と
し
て
人
々
に
信
仰
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

僧
侶
の
修
行
の
場
と
し
て
お
大
師
さ
ま
の
教
え
を
継

ぎ
、
人
々
に
教
え
を
弘
め
る
の
に
寄
与
し
て
き
た
高
野

山
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
人
々
の
信
仰
の
対
象
と
し
て

奥
之
院
御
廟
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
高
野
山
は
長
い
歴
史

の
中
で
途
絶
え
る
こ
と
な
く
、
い
ま
や
世
界
中
か
ら
人
々

が
訪
れ
、
祈
り
を
捧
げ
る
聖
地
と
な
っ
た
の
で
す
。��（

終
）

【
問
い
合
わ
せ
】

　

高
野
山
真
言
宗　

総
本
山　

金
剛
峯
寺

☎
０
７
３
６
︱
56
︱
２
０
１
１

高
野
山
名
所
巡
拝
～
弘
法
大
師
の
足
跡
を
訪
ね
て

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨『
奥
之
院
』そ
の
⑶

金剛峯寺
通　　信



(3) 第69号 令和2年3月27日高　　KOYA　　野

歴
史
と
文
化
に
育
ま
れ
た
高
野
山
の
魅
力
を
楽
し
み
な
が
ら
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
講
座
で
す
。

そ
の
充
実
し
た
講
義
テ
ー
マ
と
講
師
陣
が
人
気
と
な
っ
て
、
昨
年
は
県
内
や
京
阪
神
、
遠
く
は
関

東
圏
か
ら
延
べ
１
５
０
０
人
も
の
方
が
受
講
さ
れ
ま
し
た
。
基
本
講
座
と
中
級
講
座
の
事
前
申
込

み
は
不
要
で
、
当
日
会
場
に
お
越
し
い
た
だ
け
れ
ば
ど
な
た
で
も
受
講
し
て
い
た
だ
け
ま
す
。
興

味
や
関
心
の
あ
る
講
座
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
是
非
一
度
お
越
し
下
さ
い
。

高
野
山
学
　
開
講
の
ご
案
内

高
野
山
学
事
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

講義開催日 講義テーマ 講　　師

４月18日（土） 第 1回　�学山高野の歴史と
展望

高野山大学教授
奥山　直司

５月16日（土）
第 2回　丹生・高野両明神

の図像学
―変身する神々―

和歌山県立博物館
主任学芸員�

大河内　智之

６月20日（土）
第 3回　�高野山の納骨信仰

と石塔

（公財）元興寺文化財研究所
副所長�

狭川　真一

７月18日（土） 第 4回　密教と曼荼羅
高野山大学教授

松長　恵史

８月29日（土） 第 5回　高野聖というもの
―八万四千宝塔にみる実態―

総本山金剛峯寺山林部長・
総長公室長・高野山霊宝館長
山口　文章

９月19日（土） 第 6回　金剛峯寺巡遊
（女人堂・一心口）

高野山最勝院住職

大森　照龍

10月17日（土） 第 7回　空海と嵯峨天皇
―『性霊集』からさぐる交流―

高野山大学講師

櫻木　潤

11月14日（土） 第 8回　金剛峯寺年中行事
について

高野山青巖寺�副住職

髙井　知弘

講義開催日 講義テーマ 講　　師

５月16日（土） 横笛と瀧口入道
―高野女人哀史―

高野山大学准教授�

浜畑　圭吾

８月29日（土） 万灯会願文にみえる
　　　　　　　大師の願い

高野山大学教授

乾　龍仁

講義開催日 講義テーマ 講　　師

４月30日（木） 真別処の歴史
（高野町中央公民館⇒真別処へ）

元専修学院講師・龍象寺住職�

浅井　證善

６月20日（土）
午後

高野山の納骨信仰と石塔
（下記同内容） （公財）�元興寺文化財研究

所副所長

狭川　真一６月21日（日）
午前

高野山の納骨信仰と石塔
（上記同内容）

７月18日（土）
午後

金剛峯寺（大主殿ほか）の建築
的魅力にふれる

（公財）和歌山県文化財セン
ター文化財建造物課副主査

結城　啓司

【問い合わせ】高野山学事務局（公民館内）　☎0736－56－2076

お知らせ方法体験講座

中級講座

基本講座

■時間13：00～15：00　高野山大学201教室
■受講料　2,000円（各回）

■現地講座　事前の基本講座で案内します
（時間は各講座で異なります）

■時間10：30～12：00　高野山大学201教室
（4月18日のみ　開講式10：00）

■受講料　1,000円（各回）

知らせてネットこうや
ＱＲコード

　高野町ホームページでご確認いただくか、
高野町情報提供サービス「高野町知らせて
ネットこうや」にご登録下さい。
　迷惑メール設定をしている方はお手数をお
かけしますが
⇒�「info@town.koya.wakayama.jp」からの
メールを受信できるよう設定してください。
　なお、迷惑メール設定をしていない方は何
もしていただく必要はございません。
　エリア（カテゴリ）「学校・教育・文化」
情報の提供を希望する方に携帯メールで高野
山学からの情報を提供いたします。

※�新型コロナウイルス感染症の拡大により
急きょ中止になる場合がございます。
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令和２年度当初予算が決まりました！

４
月
か
ら
始
ま
る
一
年
間
の
お
金
の
使
い
方
を
ま
と
め
た

令
和
２
年
度
当
初
予
算
が
３
月
議
会
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。特

別
会
計
等
を
含
む
高
野
町
全
体
の
予
算
規
模
は
、全
体
で
60
億

１
，６
７
５
万
円
と
な
り
、前
年
度
予
算
よ
り
１
億
２
９
６
万
円

（+

1.7
％
）の
増
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。　

一
般
会
計
の
予
算
規
模
は
37
億
７
，８
０
０
万
円
と
な
り
、前
年

度
予
算
よ
り
１
億
４
，２
０
０
万
円（+

3.9
％
）の
増
額
と
な
り
ま

し
た
。地
籍
調
査
事
業
の
拡
大
や
、森
林
環
境
譲
与
税
関
連
事
業
費

の
増
額
等
に
よ
り
委
託
料
が
１
億
８
５
１
万
円（
＋
23
・
４
％
）増

の
５
憶
７
，１
５
８
万
円
と
な
り
ま
し
た
が
、利
用
者
の
な
く
な
っ

た
し
ゃ
く
な
げ
融
資
制
度
の
休
止
に
伴
い
預
託
金
お
よ
び
積
立

金
が
６
，０
０
０
万
円
の
減
額
と
な
っ
た
こ
と
や
、維
持
補
修
費
、

負
担
金
補
助
金
、備
品
購
入
費
な
ど
も
減
少
し
た
こ
と
に
よ
り
、こ

れ
ら
の
支
出
を
含
む
消
費
的
経
費
全
体
で
は
１
，２
４
１
万
円（
▲

0.7
％
）減
の
18
億
７
，４
７
３
万
円
に
な
り
ま
し
た
。

一
方
で
投
資
的
経
費
に
つ
い
て
は
継
続
事
業
で
あ
る
公
営
住

宅
の
長
寿
命
化
事
業
１
億
２
，０
０
０
万
円
や
橋
梁
の
長
寿
命
化

事
業
５
，８
０
０
万
円
な
ど
に
、新
規
事
業
と
し
て
街
な
み
環
境
整

備
事
業
８
，５
０
０
万
円
、非
常
用
電
源
工
事
４
，３
７
５
万
円
、無

電
柱
化
事
業
４
，２
０
０
万
円
な
ど
も
加
わ
り
９
，９
３
９
万
円

（+

26
・
９
％
）増
の
４
億
６
，９
１
６
万
円
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
義
務
的
経
費
は
扶
助
費
が
６
１
１
万
円（
▲
4.5
％
）、公
債

費
が
８
９
１
万
円（
▲
2.6
％
）そ
れ
ぞ
れ
減
額
と
な
り
ま
し
た
が
、

人
件
費
が
新
し
く
始
ま
っ
た
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
実
施

に
伴
う
影
響
な
ど
で
７
，０
０
４
万
円（+

7.8
％
）の
増
額
と
な
っ

た
た
め
、全
体
で
５
，５
０
２
万
円（+

4.0
％
）増
の
14
億
３
，４
１

１
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

町
に
入
っ
て
く
る
お
金
に
は
、町
税
を
は
じ
め
、国
か
ら
交
付
さ

れ
る
地
方
交
付
税
・
国
庫
支
出
金
、ま
た
町
債
と
呼
ば
れ
る
借
入

金
な
ど
が
あ
り
ま
す
。町
で
は
収
入
の
こ
と
を
歳
入
と
呼
び
、一
般

会
計
の
歳
入
総
額
は
37
億
７
，８
０
０
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

高
野
町
の
歳
入
で
一
番
金
額
が
多
い
も
の
は
国
か
ら
分
配
さ

れ
る
地
方
交
付
税
の
18
億
３
，０
０
０
万
円
と
な
っ
て
お
り
、次

い
で
町
債
の
３
億
６
，３
１
０
万
円
、繰
入
金
の
３
億
４
，９
８
１

万
円
、町
税
の
３
億
３
，０
９
７
万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

投
資
的
経
費
の
増
加
に
伴
い
、国
庫
支
出
金
は
４
，４
３
３
万

円
（+

22
・
２
％
）増
額
と
な
り
、借
入
金
で
あ
る
町
債
の
額
も
、

臨
時
財
政
対
策
債
が
２
，０
０
０
万
円
（
▲
25
・
０
％
）減
額
と

な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、町
債
全
体
で
は
前
年
度
か
ら
３
，９

１
０
万
円
（+

12
・
１
％
）増
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ふ
る
さ
と
寄
附
金
に
つ
い
て
は
制
度
へ
の
復
帰
を
見
込
み
前

年
度
と
同
額
の
１
億
円
を
計
上
し
て
い
ま
す
。

町
税
は
前
年
度
か
ら
６
２
５
万
円
（
▲
1.9
％
）の
減
と
な
る
３

億
３
，０
９
７
万
円
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

繰
入
金
は
３
億
４
，９
８
１
万
円
と
な
り
前
年
度
に
比
べ
３
，

５
８
４
万
円
（
▲
9.3
％
）の
減
額
と
な
り
ま
し
た
。　

内
訳
は
ふ

る
さ
と
応
援
寄
附
基
金
が
５
，０
０
０
万
円
の
増
額
、財
政
調
整

基
金
が
し
ゃ
く
な
げ
融
資
事
業
分
の
３
，０
０
０
万
円
減
額
を
含

む
８
，７
０
０
万
円
の
減
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。

諸
収
入
は
、消
防
団
員
退
職
報
償
金
が
７
９
０
万
円
増
額
と
な

り
ま
し
た
が
、し
ゃ
く
な
げ
融
資
預
託
金
の
貸
付
収
入
が
３
，０

０
０
万
円
の
減
額
と
な
っ
た
こ
と
が
影
響
し
、２
，０
０
６
万
円

（
▲
38
・
５
％
）の
減
と
な
り
ま
し
た
。

町
税
、繰
入
金
、預
託
金
貸
付
収
入
な
ど
が
減
っ
た
こ
と
に
よ

り
、自
主
財
源
の
歳
入
予
算
に
占
め
る
割
合
は
28
・
４
％
か
ら
25
・

７
％
へ
と
減
少
し
ま
し
た
。

　

町
で
は
、支
出
の
こ
と
を
歳
出
と
呼
び
、一
般
会
計
の
歳
出
総

額
は
、歳
入
と
同
じ
37
億
７
，８
０
０
万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

歳
出
の
主
な
も
の
と
し
て
は

①
議
会
費　

�

議
員
年
金
廃
止
に
伴
う
負
担
金
（
７
６
５
万
円
）

②
総
務
費　

地
域
公
共
交
通
の
確
保
対
策
（
２
，３
９
５
万
円
）

　
　

む
ら
づ
く
り
支
援
事
業
（
１
，０
５
３
万
円
）

役
場
非
常
用
電
源
工
事
（
４
，３
７
５
万
円
）

ふ
る
さ
と
基
金
積
立
金
（
５
，０
０
０
万
円
）

ふ
る
さ
と
寄
附
謝
礼
品
（
３
，０
０
０
万
円
）

　
　

非
常
用
電
源
等
の
防
災
備
品
購
入（
６
１
０
万
円
）

ソ
ー
ラ
ー
照
明
整
備
（
80
万
円
）

地
籍
調
査
事
業
（
１
億
３
，７
７
６
万
円
）

③
民
生
費　

�

社
会
福
祉
協
議
会
へ
の
補
助
金
（
２
，０
０
０
万

円
）、外
出
支
援
助
成
金
（
５
０
０
万
円
）、障
害
者

自
立
支
援
給
付
費
（
６
，５
４
１
万
円
）、フ
ィ
ッ

ト
ネ
ス
ク
ラ
ブ
運
営
事
業
（
５
９
０
万
円
）、国

民
健
康
保
険
会
計
繰
出
金
（
５
，３
０
０
万
円
）、

予
算
全
体
の
傾
向
に
つ
い
て

歳
出
に
つ
い
て

歳
入
に
つ
い
て

■
一
般
会
計
の
概
要

一般会計

特別会計 (10会計)

事業会計 (1会計) 

合　　計 

37億7,800万円

20億1,840万円

2 億2,035万円

60億 1,675万円
（前年度予算比　１億296万円の増額　+1.7％）　
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利
子
（
１
，６
１
１
万
円
）

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

借
入
金
の
返
済
に
あ
て
る
公
債
費
に
つ
い
て
は
３
億

３
，８
４
９
万
円
と
な
り
、前
年
度
よ
り
８
９
１
万
円
の

減
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

複
数
年
に
わ
た
る
事
業
に
つ
い
て
、
契
約
時
に
そ
の

債
務
を
担
保
す
る
た
め
に
設
定
す
る
の
が
債
務
負
担
行

為
で
す
。
令
和
2
年
度
か
ら
令
和
5
年
度
ま
で
の
4
年

間
に
わ
た
る
債
務
負
担
行
為
と
し
て
、
高
野
町
学
び
の

交
流
拠
点
整
備
事
業
費　

47
億
円
を
計
上
し
ま
し
た
。

老
朽
化
が
進
む
高
野
山
中
学
校
、
高
野
山
小
学
校
、
こ

ど
も
園
、
公
民
館
、
給
食
セ
ン
タ
ー
等
の
教
育
関
連
施

設
を
集
約
複
合
化
し
、「
学
び
の
交
流
拠
点
」
と
し
て
整

備
し
ま
す
。

債
務
負
担
行
為
の
設
定
に
つ
い
て

介
護
保
険
会
計
繰
出
金
（
８
，５
０
０
万
円
）、後
期
高
齢
者

医
療
会
計
繰
出
金
（
８
，４
７
０
万
円
）、こ
ど
も
園
指
定
管

理
料
（
７
，３
４
３
万
円
）、出
産
報
奨
金
（
１
３
０
万
円
）

④
衛
生
費�　

�

風
疹
予
防
対
策
（
３
９
６
万
円
）、広
域
ゴ
ミ
処
理
施
設
運

営
管
理
費
と
ゴ
ミ
の
収
集
運
搬
委
託
料
（
1
億
３
，４
９
８

万
円
）、高
野
山
総
合
診
療
所
会
計
繰
出
金
（
1
億
５
，２
０

０
万
円
）、筒
香
地
区
水
道
施
設
整
備
（
２
，３
５
１
万
円
）、

花
坂
簡
易
水
道
事
業
認
可
（
３
３
０
万
円
）、下
水
道
会
計

繰
出
金
（
４
，６
０
０
万
円
）

⑤
農
林
業
費　

�

中
山
間
地
農
業
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
推
進
事
業
（
３
０
０
万
円
）

�　

�

ウ
ッ
ド
ス
タ
ー
ト
（
モ
ク
・
フ
ァ
ー
ス
ト
ト
イ
）
事
業
（
１

５
８
万
円
）、
木
育
キ
ャ
ラ
バ
ン
（
移
動
式
お
も
ち
ゃ
美
術

館
）
事
業
（
１
８
０
万
円
）、
地
域
お
こ
し
協
力
隊
（
１
，

０
４
７
万
円
）、
地
元
木
材
活
用
事
業
（
５
６
０
万
円
）、

高
野
町
ク
ラ
フ
ト
般
若
協
議
会
補
助
金
（
２
０
０
万
円
）、

森
林
所
有
者
意
向
調
査
業
務
（
１
，５
９
０
万
円
）、
民
有

林
間
伐
促
進
事
業
補
助
金
（
７
８
０
万
円
）

⑥
商
工
費　

�

駐
車
場
警
備
手
数
料
（
２
，
３
８
９
万
円
）、
公
衆
便
所
管

理
委
託
料
（
２
，０
６
７
万
円
）、
高
野
山
旗
学
童
軟
式
野

球
大
会
補
助
金
（
５
５
０
万
円
）、
高
野
町
観
光
協
会
分
担

金
（
２
，２
１
８
万
円
）、

　
　
　
　
　
　

�

団
体
旅
行
誘
致
推
進
事
業
（
５
０
０
万
円
）、
高
野
山
龍
神

温
泉
ウ
ル
ト
ラ
マ
ラ
ソ
ン
負
担
金
（
８
０
０
万
円
）

⑦
土
木
費　

�

町
道
大
門
高
野
山
駅
線
法
面
修
繕
工
事
（
８
０
０
万
円
）、
無

電
柱
化
事
業
（
４
，２
０
０
万
円
）、橋
梁
長
寿
命
化
工
事
（
５
，

８
０
０
万
円
）、
公
営
住
宅
長
寿
命
化
改
修
工
事
（
1
億
２
，

０
０
０
万
円
）、街
な
み
環
境
整
備
事
業
（
８
，５
０
０
万
円
）、

修
景
整
備
補
助
金
（
５
０
０
万
円
）、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
除
去
改
修

補
助
金
（
４
０
０
万
円
）

⑧
消
防
費　

�

消
防
団
員
安
全
装
備
品
購
入
（
１
９
４
万
円
）、
消
防
団
小

型
動
力
ポ
ン
プ
購
入
費
（
３
３
２
万
円
）、退
団
報
償
金
（
７

９
０
万
円
）、
可
搬
式
送
水
装
置
購
入
（
２
３
８
万
円
）

⑨
教
育
費　

�

義
務
教
育
無
償
化
事
業
（
４
８
５
万
円
）、給
食
調
理
配
達

業
務
委
託
料
（
３
，６
４
６
万
円
）、高
野
山
小
中
学
校
校
舎

等
設
計
施
工
事
業
化
支
援
業
務
（
１
，６
５
０
万
円
）、Ｐ
Ｃ

Ｂ
収
集
運
搬
及
び
処
理
委
託
料
（
１
，０
３
７
万
円
）、オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
聖
火
リ
レ
ー
警
備
（
１
５
０
万
円
）

⑩
災
害
復
旧
費　

�

農
林
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
（
３
５
０
万
円
）、

　
　
　
　
　
　

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
（
２
７
９
万
円
）

⑪
公
債
費　

�

元
金
（
3
億
２
，２
３
７
万
円
）、

R2予算額 R1予算額 用語解説
自主財源 969,386 1,031,789 町が自主的に収入することができるお金

町税 330,971 337,216 町民のみなさんに納めていただく税金
使用料・手数料 76,747 79,468 施設の使用料や戸籍の発行などの手数料
繰入金 349,810 385,648 基金などから繰り入れるお金
ふるさと寄附金 100,000 100,000 全国各地からご寄付いただくふるさと寄附金
その他 111,858 129,457 財産の貸付収入など

依存財源 2,808,614 2,604,211 国や県などから割り当てられるお金
地方交付税 1,830,000 1,760,000 行政サービスを提供できるよう国が交付するお金
国庫支出金 244,109 199,781 特定の事業に対して交付される国からの補助金
県支出金 184,938 161,792 特定の事業に対して交付される県からの補助金
町債（借金） 363,100 324,000 町が資金調達のため借り入れるお金
譲与税等 186,467 158,638 国税の一部または全部を町に交付されるお金など

合　計 3,778,000 3,636,000 

一般会計歳入内訳 単位：千円

R2予算額 R1予算額 増減率
一般会計 3,778,000 3,636,000 3.9 

特別会計

国民健康保険特別会計 525,000 530,000 －0.9 
国保富貴診療所特別会計 72,100 72,500 －0.6 
後期高齢者医療特別会計 138,000 129,000 7.0 
介護保険特別会計 570,000 580,000 －1.7 
富貴財産区特別会計 4,800 4,800 0.0 
下水道特別会計 331,700 417,000 －20.5 
農業集落排水特別会計 10,000 15,000 －33.3 
生活排水処理特別会計 17,000 16,700 1.8 
簡易水道特別会計 44,800 34,000 31.8 
高野山総合診療所会計 305,000 306,000 －0.3 

事業会計 水道事業会計 220,354 172,794 27.5 
合計 6,016,754 5,913,794 1.7 

会計別予算額一覧表 単位：千円・％
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町の預金である財政調整基金は、当初予算で財源不足分を補
う取り崩しを行うため、令和 2 度末の残高見込みは前年度から
3,242 万円減額となっています。

ふるさと応援寄附基金は平成 30 年度に 70 億 5,689 万円を
積み立てました。令和元年度末の残高は 70 億 5,068 万円を見
込んでいます。令和 2 年度は事業に充てる取り崩しが 3 億円で
あるのに対し、寄附金等を 5,724 万円積み立てる予算となって
おり、期末残高の見込みは 2 億 4,276 万円の減の 68 億 791
万円となっています。

町の借金である町債の現在高は、年度中の元金の返済額が 3
億 2,237 万円であるのに対し、新規借入額が 3 億 6,310 万円
となるため、期末残高は前年度より 4,073 万円の増となる見込
となっています。

（注）※都市計画税について　都市計画税（935 万円）は、その全額を都市計画に関する事業（上下水道含む）に使用します。
　　※森林環境譲与税について　 地方譲与税 6,850 万円のうち、森林環境譲与税 3,350 万円については森林整備及びその促進に関する費用

に対し 3,301 万円を使用し、残り 49 万円については基金に積み立てています。
　　※地方消費税交付金について　 消費税の税率引き上げに伴い増収となっている地方消費税交付金（5,640 万円）は、その全額を社会保障

の充実（社会福祉、老人福祉、児童福祉）に対し使用します。

◆一般会計の基金及び町債の推移

財政調整基金（町の預金）の推移
平成 29 年度末 　決算額 1,078,938 千円
平成 30 年度末 　決算額 768,269 千円
令和元年度末 　決算見込額 726,833 千円
令和 2 年度末   　予算額 694,416 千円
ふるさと応援寄附基金の推移
平成 29 年度末 　決算額 316,577 千円
平成 30 年度末 　決算額 7,276,469 千円
令和元年度末 　決算見込額 7,050,676 千円
令和 2 年度末    予算額 6,807,913 千円
町債現在高（町の借金）の推移
平成 29 年度末　　　　　 3,433,522 千円
平成 30 年度末　　　　　 3,441,956 千円
令和元年度末見込　 　 3,493,390 千円
令和 2 年度末見込　    3,534,121 千円

R2予算額 R1予算額 用語解説
議会費 53,676 55,452 町議会の活動にかかるお金
総務費 934,716 926,312 全般的な管理事務、徴税事務、戸籍事務などにかかるお金
民生費 611,604 598,468 高齢者・障害者福祉、子育て支援、生活保護などにかかるお金
衛生費 517,578 491,366 保健、環境衛生、ごみ処理、し尿処理などにかかるお金
労働費 2 2 失業対策などにかかるお金
農林業費 85,343 54,693 農林業の振興、生活基盤の整備などにかかるお金
商工費 211,646 218,734 商工業の振興、観光の振興などにかかるお金
土木費 488,922 414,303 道路、河川、住宅管理や整備などにかかるお金
消防費 238,513 233,187 消防・防災活動、防災基盤の整備などにかかるお金
教育費 271,214 262,689 学校教育・生涯教育の充実、文化・スポーツの振興などにかかるお金
災害復旧費 6,293 13,393 被災した施設などの復旧にかかるお金
公債費 338,492 347,400 公共事業などで多額の資金が必要なときに長期に借り入れたお金の返済金
諸支出金 1 1 その他公有財産の取得などにかかるお金など
予備費 20,000 20,000 不測の事態に備えるためのお金

合　計 3,778,000 3,636,000 

一般会計歳出目的別内訳 単位：千円

R2予算額 R1予算額
義務的経費 1,434,105 1,379,083 

人件費 966,302 896,258 
扶助費 129,321 135,435 
公債費 338,482 347,390 

投資的経費 469,164 369,776 
消費的経費 1,874,731 1,887,141 

物件費 923,382 845,670 
補助費 349,593 368,303 
繰出金 471,703 469,153 
その他 130,053 204,015 

合　計 3,778,000 3,636,000 

一般会計歳出性質別内訳 単位：千円

【問い合わせ】　企画公室　☎ 0736－56－2932
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高野参詣道トレッキング

4月5日（日）

5月31日（日）

4月25日（土）

5月17日（日）

●コース／�応其寺（最寄り駅：JR・南海橋本駅）
～高野町役場　
�約 19ｋｍ　約 8時間、健脚向け

●申込・参加費／当日受付・1000 円
（記念品、保険料、ガイド料など）　

●問合せ／高野七口再生保存会
　　☎ 080―1434―0985
　　MAIL:kouya7kuti@ares.eonet.ne.jp

●コース／九度山町役場～壇上伽藍中門前　
約 20ｋｍ、約 7時間、健脚向け

●申込・参加費／当日受付・1,000 円
（記念品、保険料）

●問合せ／伊都橋本青少年団体連絡協議会
（事務局：紀北青少年の家）

　　☎ 0736―22―5530
　　（8：00～ 17：00　月曜休）

●コース／応其寺～やどり温泉いやしの湯　
約 13ｋｍ　約 5時間、一般向け

●申込・参加費／事前申込 4月 17日（金）締切��
　　　　※先着 30名・1,000 円
　　　　　（入浴料、記念品、保険料）　
●問合せ／�高野参詣道黒河道トレッキング実

行委員会（橋本市経済推進部シティ
セールス推進課内）

☎ 0736―33―6106（平日8：30～17：15）

●コース／JR高野口駅～不動坂口女人堂　
約15ｋｍ、約 7時間、健脚向け

●申込・参加費／当日受付・1,000円
（記念品、保険料、ガイド料など）

●問合せ／高野七口再生保存会
　　☎080―1434―0985
　　MAIL:kouya7kuti@ares.eonet.ne.jp

高野・山麓いと楽し クリック！※申込方法などイベントの詳細はＨＰ

くどやま森の童話館と桜
世界遺産黒河道トレッキング

第 36 回高野山参詣登山
～町石道を歩く～

第 5 回 高野参詣道黒河道
トレッキング

～やどり温泉いやしの湯で一息～

西国街道槇尾道
大正時代の新高野街道と

世界遺産不動坂

聖地・高野山へ続く祈りの道を
歩いてみませんか？
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事業者の皆様の経営上の『よろず』相談を、
お近くの振興局でお受けします。

【申し込み・問い合わせ】
和歌山県よろず支援拠点（公益財団法人わかやま産業振興財団内）　☎ 073－433－3100

【問い合わせ】税務課　☎ 0736－56－3000(代表)

　「よろず支援拠点」は国が全国に設置する無料の経営相談所です。事業者の皆様に売上拡大・経営改善等
のお悩みをお気軽にご相談頂けるよう、定期的に出張相談会を開催していますので、のぜひご利用ください。
基本的にご予約をお願いしています。下記までご連絡ください。

◦日　時　毎月第１・3月曜日　9：30～ 17：15　※祝日、年末年始を除く
◦場　所　伊都振興局
◦費　用　無料

詳しくは、ホームページ　https://yorozu-wakayama.jimdo.com/ 出張相談会 /　をご覧ください。

税は、私たちが安心して暮らしていくためのまちづくりを支える大切な財源であり、納期限までに納付
していただくのが原則です。納期限を過ぎても納付されない人には督促状を送付し、さらに文書催告や電
話催告を行っています。再三の納付催告に対し反応がない、または納付可能な状況にも関わらず、自主的
な納付に応じていただけない場合は、納期限内に納められた方との公平性を保ち、「滞納」の解消を図るた
めに、法令に基づき、差押等の「滞納処分」を受けることになります。また、「和歌山地方税回収機構」へ
移管する場合があります。滞納は放置すれば延滞金も発生し本税が完納するまで加算されるため、納付が
遅れるほど延滞金は増えます。未納の方は早急に納税されますようお願いします。
なお、特別な理由により納期限までに納めることが困難な場合は、未納のまま放置せず税務課までご相
談ください。

●「滞納」とは、納期限までに税金を納付していない状態をいいます。

●�「滞納処分」とは、町税等を滞納している人の意思にかかわりなく、滞納となっている税金等を強制的

に徴収するため、その滞納している人の財産を差押え、税金等に充てる一連の強制徴収手続きをいいます。

●�「和歌山地方税回収機構」とは、市町村からの滞納事案を引き受け、税の公平性の確保と滞納額の縮減

を図るため、財産差押や公売などの滞納処分を前提に滞納整理を行う広域的組織です。

※対象となる財産は給与、預貯金、不動産、自動車などすべての財産になります。

≪滞納処分の流れ≫

税金の納め忘れはありませんか？
税務課からのお知らせ
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日　　時：4月14日（火）　13：00～16：00まで
場　　所：高野町役場　2 階応接室
相談内容：消費生活に関する心配事や悩み事、クーリングオフ、訪問販売、　　　　　　　
　　　　　　悪質リフォームなど
　　　　　　　※専門の相談員が対応します。電話での相談も受付けます。

　
高野町相談会の日以外も対応します。
橋本市役所消費生活センター（第3火曜日）・かつらぎ町役場 2F 会議室（第 1 火曜日）
九度山町ふるさとセンター（第4火曜日）で開催される消費生活相談会もご利用いただけます。

【問い合わせ】総務課　消費生活相談係　☎ 0736－56－3000

4月の消費生活相談会のお知らせ

相談は無料で秘密は厳守します
毎月第2火曜日に開催しています

(9) 第69号 令和2年3月27日高　　KOYA　　野

高野町では移住受入推進に取り組んでいますが、
移住者が入居できる空き家が不足しています。
「状態が悪いし…」「荷物を片付けるのが大変…」と
いう場合でも大丈夫です！
高野町内で空き家や空き店舗をお持ちの方で、売
却したい、賃貸で入居してもらいたい場合は、是非
１度役場までご相談ください。

高野町では移住希望者に紹介するための
空き家や空き店舗を探しています！

※�当日の飛び入り相談
も可能ですが、予約
されている方が優先
となりますのでご了
承ください。

空き家を売却したい、相続など登記に困っている、解体したい、改修して活用したいなど、空き家についてお困
りではないでしょうか？
この春、高野山地域と富貴地域の 2回、宅建取引士や司法書士、土地家屋調査士など、さまざまな分野のプロ
に無料で相談できる＂空き家なんでも相談会＂を開催します！
ささいな相談や、将来的な相談でも大丈夫です！お気軽にお越しください！

【問い合わせ】総務課　窓口係　☎0736－56－3000

記
相談開設日　令和2年4月6日（月）　13：00～15：00
相 談 場 所　高野町役場　2階　応接室

人権特設相談について
人権擁護委員による相談所を下記のとおり開設いたします。
日常生活において心配事・悩み事等がありましたらお気軽にご相談にお越し下さい。
相談は、無料で秘密は厳守します。

※次回の人権特設相談所開設予定日
令和2年6月1日（月）です。

空き家なんでも相談会を開催します！

＜開催概要＞
■日時場所　　令和 2年 4月 26日（日）
　富貴会場　　��9：00 ～ 12：00　富貴支所児童館
　高野山会場　14：00～ 17：00　高野町役場 2階大会議室
■予約用連絡先
伊都振興局　建設部総務調整課　建築グループ
☎：0736－33－4922

【問い合わせ】観光振興課地域振興係　☎ 0736－56－2780



TOPICS　2月
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2月5日 2月3日

2月11
日

2 月 5 日（水）和歌山市で開催された「令和元年度
　和歌山県農業士・林業士・漁業士認定式」において、
高野山寺領森林組合の岡本和也さんが林業士として
認定されました。これは地域林業の振興に中核的な
役割を果たしている林業者を知
事が認定するものです。岡本さ
んは 20 年にわたり林業現場の
最前線で働いてきた経験を生か
して、森林組合が実施する様々
な事業で作業班長としてご活躍
されてきました。今後も高野山
の森の整備を行う
中心的な役割とし
て益々のご活躍を
お祈り申し上げま
す。誠におめでと
うございます。

第 23 回橋本マラソンが開催され高野町ジュニア
駅伝チームから 16 名が参加し、2 名が入賞しました。
惜しくも入賞を逃した選手たちもたくさんの声援の
中、一生懸命走りきりました。

中学生女子 3kmの部
6 位　楠　徳子　
7 位　東　愛峯

高野山寺領森林組合
岡本和也さんが林業士に
認定されました！

第23回橋本マラソン

2 月3 日は節分でした。そ
の日のこども園の風景をご
紹介します。朝の礼拝に続い
て金剛峯寺の若いお坊様の
お話がありました。こどもたちは神妙です。その後、
クラスごとに一人ひとりが製作した可愛い鬼の面を
披露し合いました。どの面も少し怖くて、そしてとっ
てもカラフルですばらしく個性的です。園児たちは
ときどきお大師様の前に山と積まれた豆が気になる
ようです。　突然、緑と赤の鬼の登場です。「わあー

と歓声が上がりました。笑顔と真剣な顔が混ざり
合い、遊戯室は大混乱になりました。鬼に背を向けて
いたこどもたちはやがて豆を手に持ち、豆まきが始
まりました。今度は大きな鬼が背を丸めて逃げ回り
ました。最後、園児みんなは鬼と仲良しになり、一緒
に写真を撮りました。こどもたちも鬼もみんな今年
も元気でありますようにと願いました。

園児たちは伝統行事を楽しみながら体験します。
やがて大人になって次に伝える役目を担ってくれた
らと願っています。翌日は立春、今年の二十四節気の
始まりでした。

保護者会役員皆様には大変お世話になりました。
ありがとうございました。

高野山こども園
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2 年連続！！富貴中学校『ふるさ
とわかやま学習大賞』大賞受賞！

農業・農村で活動している県内の生活研究グループ員が一堂に会し、「令和元年度むらとくらしを考え
る会義」が令和２年１月 28 日和歌山市で開催されました。

農山漁村においてグループ活動を通じて地域活性化に貢献した女性及び高齢者グループとして花坂さく
ら会に農林水産部長賞が授与されました。

紀三井寺公園陸上競技場をスタート
し、和歌山県庁までの 10 区間 21.1km
を、小中学生男女 10 名でタスキをつ
なぐ『和歌山県市町村対抗ジュニア駅
伝競走大会』が 2 月 16 日に開催され、
気持ちを一つに懸命に走り切りまし
た。選手、指導者の皆さん、お疲れさ
までした。また、ご声援、ご支援いた
だきました皆様ありがとうございまし
た。
★高野町区間新記録 
　第９区 ６分 59 秒 大西和生選手
　 （高野町タイム １時間24分37秒）

和歌山市において開催された『和歌
山県市町村対抗ジュニア駅伝競走大
会』に出場し、健闘した 1 区から 10
区までの高野町チームの選手を紹介い
たします。

花坂さくら会に農林水産部長賞が授与されました

第19回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競走大会

１区　石堂　優也

6 区　飛鷹 このの

2 区　白濵　妃織

7 区　上岡　 尊

3 区　髙井　詩乃

8 区　楠　 徳子

4 区　東　愛峯

9 区　大西　和生 10 区　工藤　龍源5 区　平野　悠真
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高野町中央公民館からのお知らせ

【問い合わせ】高野町中央公民館　☎ 0736―56―2076
※諸事情により変更する場合があります。

日　　時 場　　所

グリーンハーモニー 14日・28日（火）� 18：30 ～ 20：30 中央公民館

フレッシュ体操 2日・16日・23日（木）� 13：30 ～ 15：00 中央公民館

健康体操GLEE（富貴地区） 毎週金曜日� 19：30 ～ 21：00 富貴小・中体育館

３Ｂ体操

6日・20日（月）� 19：30 ～ 21：00
2日・16日（木）� 19：30 ～ 21：00
11日・25日（土）� 親子�11：00～12：00

一般�13：30～15：00
シニア�15：30～17：00

中央公民館

英会話教室
9日・16日・23日・30日（木）
　一般クラス� 13：30 ～ 14：40
　初級クラス� 14：50 ～ 16：00

中央公民館

陶芸教室 27日（月）・28日（火）� 19：00 ～ 21：00 高野山会館

書道教室 8日、22日（水）� 19：00 ～ 21：00 中央公民館

高野山バドミントンクラブ 毎週木曜日� 19：00 ～ 22：00 町民体育館

卓球クラブ 月曜日～金曜日� 13：00 ～ 15：00 町民体育館

富貴テニス教室 土曜日(2～3回）� 18：30 ～ 20：30 富貴小・中体育館

高野山硬式テニスクラブ 毎週水曜日� 17：00 ～ 21：30
土曜日（1～2回）� 12：00 ～ 17：00

総合レクリエーションセ
ンター (テニスコート )

4 月のサークル／教室

【問い合わせ】高野町中央公民館　図書室　☎0736－56－2076
まちかどサロン～縁～　☎0736－26－8600

※ 図書の貸し出しはお一人 5 冊まで、期間は 2 週間です。

◦ 図書の購入リクエストを受付けております。図書室に入れてほしい本がございましたら

お申込みください。

◦ 図書室を通じて県立図書館の本を取り寄せることができます。詳しくは係員におた

ずねください。（到着には日数がかかりますので、予めご了承ください。）

●高野町「まちかどサロン～縁
え ん

～」　4月25日（土）　14：00～

　『よみきかせの会』※諸事情により変更する場合があります。

※事前の申し込みは不要です。お気軽にお越しください。

お知らせ

イベントの
お知らせ

中央公民館
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令和 2年度において、消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進、官民キャッシュレス決済基盤
の構築を目的として、「マイナポイント事業」の実施が予定されております。
マイナポイント付与の条件として、マイナポイント予約が必須となっており、マイナポイント予約に
は「公的個人認証サービス対応のスマートフォン」または「パソコンと公的個人認証サービス対応の IC
カードリーダライタ」が必要です。
高野町では、マイナポイント予約の支援を行っておりますので、必要な方は高野町役場又は富貴支所
までお越しください。
また、マイナポイント予約にはマイナンバーカードが必要ですので、現在高野町が行っているマイナ
ンバーカードの交付申請に必要な顔写真の無料撮影をご利用いただき、マイナンバーカードの交付申請・
取得及びマイナポイント予約について、積極的にご検討くださいますようお願いいたします。

�「マイナポイント事業」の具体的な内容については、総務省の『マイナポイント事業（https://
mynumbercard.point.soumu.go.jp/）』をご覧ください。また、高野町役場及び富貴支所にてリー
フレットをご用意しています。
※�「マイナポイント予約」とは、令和 2年 2月以前に「マイキー
ID設定」と呼称されていたものと同一のものになります。

【問い合わせ】総務課　窓口係　☎ 0736－56－3000（代表）

【お問合せ】防災危機対策室　直通　☎ 0736－56－9911

○マイナポイント予約までの流れ

Ⅰ  カード交付申請 Ⅱ  カード取得 Ⅲ  マイナポイント予約

☆☆☆☆ご注意ください！☆☆☆☆ ※国の補助金と町の補助金は重複して受けられません。国の補助金を優先します。
※国の補助金は申請総額が予算額を上回った時点で終了となりますのでお早めに！

　国への申請方法その他詳細は、一般社団法人　次世代自動車振興センター（サポカー普及促進部）
☎ 03一3527一9618 もしくは購入先販売店ご担当者様までご確認ください。

　安全運転サポート車 (サポカー )の購入や後付け安全装置の取付けに対する補助は高野町でも行って
いますが、先般開始された国の補助金は、よりお得な制度となっています。

『国のサポカー補助金』申請受付が始まっています
６５歳以上のドライバーの皆さま

国と高野町の比較 対象年齢 補助対象 補助額

サポカー購入
国 65歳以上 サポカーの新車、中古車（対象車種は要確認） 2 ～ 10 万円

町 70歳以上 ｢サポカーS｣ の新車のみ 5万円

後付け装置
国 65歳以上 取付け業者と装置が指定。 2 ～ 4 万円

町 70歳以上 業者や装置の指定なし。 2～ 4万円　※以前は上限 5万円

マイナポイント予約支援のお知らせ
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クビアカツヤカミキリに注意！
もも・うめ・すももの樹を食害します!

高野町生活支援体制整備推進協議体委員を募集します

本虫は特定外来生物に指定されて
いるため、保管や移動に規制が

かかります。

◆�令和元年 11月、かつらぎ町のもも生産園地において、クビアカツヤカミキリのフラス（虫糞と
木くず）が発見されました。県内で増殖している可能性があります。フラスや成虫を発見したら
伊都振興局農業水産振興課に連絡するとともに、防除対策を行うようお願いします。

◆�平成 29年 7月、かつらぎ町の山間部の道路において成虫１匹が捕獲されたことから、早期発見
を広く呼びかけるとともに、地域の関係機関が共同してモニタリング調査を行うなど警戒を続け
ています。

◆�成虫脱出時期以外の 9月～翌年 4月に、
被害木を伐採、破砕あるいは焼却するな
ど、適切に処分します。伐採できない場
合は樹の株元から 1～ 2 ｍ程度の高さ
まで 4ｍｍ以下の目合いのネットを巻き付
け、羽化後の成虫が他の樹に移動するの
を防ぎます。
◆�農薬により防除を行う時、スプレー型の
場合は千枚通しや針金等を食入孔に入
れ、中のフラスをかき出してから注入し
ます。針金が幼虫まで届く場合は、突き
刺して殺虫するとより確実です。

株元に溜まったフラス

成虫は６～８月に発生します。
体長は 2.5 ～ 4.0cm。
光沢のある黒色で、前胸（クビ）は赤色

生活環
（大阪府「クビアカツヤカミキリの
生態と防除対策」を参考に作成）

うどん状のフラス

発生状況

防除対策

防除啓発

高野町では平成 28年度から「生活支援体制整備推進協議体」（以下「協議体」という。）を設置し、高齢
の方の日常生活における課題解決の検討や住民ニーズを把握するためアンケートを実施し、住民主体の活動
による見守りや集いの場などの仕組みづくりを検討してきました。
協議体では、今後も住み慣れた町で過ごし続けることができる「支え合い・助け合いの仕組みづくり」を
多くの仲間とともに作りあげていきたいと思いますので、下記要領で是非ご応募ください。

応募資格：20歳以上で、支え合い・助け合い活動に関心があり、会議に出席できる方
募集人数：若干名
応募期間：令和 2年 4月 1日（水）から令和 2年 4月 10日（金）必着まで
応募方法：�所定の応募用紙に必要事項及び「支え合い・助け合いの仕組み」について普段思っている

ことや感じていることをご記入いただき、持参、又は郵送にて応募してください。
提�出�先：〒 648-0281　和歌山県伊都郡高野町大字高野山 636 番地

高野町役場　福祉保健課内　協議体事務局　宛　☎ 0736 ー 56 ー 2933
選考方法：面談を行いますので、応募いただいた方に後日、日程をご連絡します。
※応募用紙は、高野町役場福祉保健課に取りに来ていただくか、ホームページからダウンロードしてご使用ください。
※ご提出していただいた書類は返却しませんので、あらかじめご了承ください。

【問い合わせ】福祉保健課　☎ 0736－56－2933

応
募
要
領
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ウォーキングは手軽にできて、健康を維持するために効果的な運
動です。ウォーキングは継続して行うことが大切ですので、普段か
ら適度に体を動かしておきましょう。
朝から歩くと体調や気持ちを整え、すがすがしい１日をスタート出来ます！高野山のまちなみを楽し
みながら一緒に歩きませんか？
みなさんお誘い合わせのうえ、ふるってご参加ください。

＊和歌山県が実施している「健康づくり運動ポイント」にも使用できますので、登録されている方は是非ご参加ください。

●日　　時：令和２年４月 14日（火）10：00スタート（受付　9：30から）
　　　　　　　＊高野町に警報が発令している場合は中止します。
●集合場所：高野町役場玄関前
　　　　　　　＊�高野山以外の地区にお住まいで運転されない方は、送迎いたしますので事前に

お問い合わせください。
●今月のコース：役場�⇒�伽藍�⇒�大門�⇒�伽藍�⇒�役場　＊約 3.5ｋｍ、1時間程度
●持ち物等：タオル、飲み物等�　＊歩ける服装でご参加ください。
●主　　催：高野町福祉保健課
●協　　力：（一社）高野町観光協会
　　　　　　＊報恩高野市で使用できるチケット発券！

★ 令和２年４月の実施について ★

【問い合わせ】福祉保健課　☎0736－56－2933

みんなで歩こう！  高野町健康づくりウォーキング

高野町では、妊娠・出産から子育て期に、（満 18歳）とその家族を切れ目のない支援や相談を行う拠点
として、3月に高野町役場内 1階に「子育て世代包括支援センター」を開設しました。
保健師等が中心となり、妊娠・出産・育児のさまざまな疑問・悩み・相談に応じます。
また、必要に応じては関係機関と連携をとりながら、子育て世代の皆さんを総合的に支援していきます。

【問い合わせ】高野町大字高野山 636　高野町役場　福祉保健課　☎0736－56－2933（直通）

【相談時間】平日（月～金）8：30～17：15 （土日祝日・年末年始はお休みです）

「高野町子育て世代包括支援センター」を開設しました

たとえばこんなときご相談ください。

「妊娠したかもしれない、どうしよう」　「つわりでたべられないけど大丈夫かな」
「初めての出産で不安」　「里帰り出産するけど健診はどうしたら良いの」

〈妊娠期〉

「おっぱいが張って痛むけどどうしたらいいの」　「母乳はたりているのかな」
「赤ちゃんの世話に不安を感じる」　「子育てに自信がない」

〈出産期〉

「赤ちゃんの体重ちゃんと増えているのかな」　「離乳食のすすめかたがわからない」
「小学生の子どもがお友達のことで悩んでいるみたいどうしよう」

〈育児期〉
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平成 31年 4月～ 令和 2年 4月～
＜本体額＞
　　　全部支給
　　　一部支給

42,910 円
42,900 円～ 10,120 円

43,160 円（250 円）
43,150 円～ 10,180 円
（＋ 250 円～＋ 60円）

＜第２子加算額＞
　　　全部支給
　　　一部支給

10,140 円
10,130 円～ 5,0,70 円

10,190 円（＋ 50円）
10180 円～ 5,100 円
（＋ 50円～＋ 30円）

＜第３子加算額＞
　　　全部支給
　　　一部支給

6,080 円
6,070 円～ 3,040 円

6,110 円（＋ 30円）
6,100 円～ 3,060 円
（＋ 30円～＋ 20円）

手当の支払月は、奇数月に
年 6回、各 2か月分を受けと
れます。（1月、3月5月、7月、
9月、11月）

児童扶養手当額について

在宅育児支援事業給付金

令和2年1月24日付けで2019年全国消費者物価指数の実施値（対前年比＋0,5％）が公表されました。
その結果、令和 2年度の児童扶養手当額については、0,5％の引き上げとなります。

子が 2人以上いる世帯の 0歳児を対象に在宅育児支援があります。

1. 対象となる乳児
●高野町に住民登録を有していること
●�生後 2か月を超え、満 1歳に満たないこと（平成
31年 4月 1日以降）
●次のいずれかに該当すること
���　同一世帯内の第 3子以降
　　�市町村民税所得割合算額が 77,101 円未満であ
る同一世帯内の第2子（4月から8月は前年度分、
9月から 3月は当該年度分）

2. 支給を受けることができる者
●�高野町に住民登録を有する児童手当等の受給者で
あること

●�職場復帰を前提として育児休業給付金を受給して
いないこと
●生活保護法による保護を受けていないこと
●乳児を保育所等に入所させていないこと
●暴力団関係者や公序良俗に反する者でないこと

3. 支給額
月額合計　30,000 円（最大 10か月で 30万円）
和歌山県　15,000 円（最大 10か月で 15万円）
高野町　　15,000 円（最大 10か月で 15万円）
支払月　　6月・10月・2月

令和２年度の児童扶養手当額（月額）

【問い合わせ】　福祉保健課　☎ 0736－56－2933

【問い合わせ】　福祉保健課
☎ 0736－56－2933

【申請窓口】　福祉保健課　☎ 0736－56－2933

　障がい者やひとり親家庭、こども医療に支払った医療費の全額を福祉医療費（重度心身障がい者・ひ
とり親・乳幼児・就学児）として助成しています。
　所得制限がありますが、これまで該当しなかった人も所得の変動や家族の扶養状況の見直しなどに
よって所得制限範囲となり、助成が受けられる場合がありますので、詳しくはお問合せください。

福祉保健課からのおしらせ 医療費助成制度について

　※�上記のほか、医療費助成の種類によって、身体障がい者手帳、療育手帳、県外受診に関しては、医療費の領収書な
どが必要になります。
　また、転入により、当町で所得及び課税状況等が把握できない人は、前住所地市町村において所得証明または
課税証明（控除のわかるもの）が必要です。

　※加入する医療保険から高額療療費や付加給付金が支給される場合は、その額を除きます。
　※保険診療以外のものや入院時の食事療養費に係る標準負担額は対象となりません。
　　�　こども園・小学校などでケガ等をした場合は、日本スポーツ振興センター災害共済からの医療費などが給付され

ます。日本スポーツ振興センター災害共済からの給付を優先しますで、ご注意ください。
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令和2年3月31日（平成32年3月31日）の有効期限満了に伴い被保険者証（以下、「保険証」という。）
を更新いたします。新しい保険証を、簡易書留で郵送いたします。
4月 1日に手元に届いていない方は、下記問い合わせ先に連絡願います。

福祉保健課（国民健康保険）からのお知らせ 国民健康保険に加入の皆様へ

年１回、健康管理のため、健康診査を受けましょう。

歯と口の健康づくり。受診票が届いたら、歯科健康診査を受けましょう。

対象の方には、5 月下旬に受診券を直接お送りします。
（受診券発行の申込みをする必要はありません。）

対象の方には、5 月下旬に受診券を直接お送りします。
（受診券発行の申込みをする必要はありません。）

【問い合わせ】和歌山県後期高齢者医療広域連合　☎073－428－6688

【問い合わせ】和歌山県後期高齢者医療広域連合　☎073－428－6688

【問い合わせ】福祉保健課　保健係　☎0736－56－2933

■対 象 者：被保険者
■検査項目：�【みなさんに実施する項目】
　　　　　　　　問診、計測（身長、体重、BMI、血圧）、診察（身体診察）、
　　　　　　　　血液検査（脂質、肝機能、糖代謝）、尿検査（糖、蛋白）、
　　　　　　　　血清クレアチニン検査
　　　　　　【医師が必要と判断した方に追加で実施する項目】
　　　　　　　　貧血検査（血色素量、赤血球数、ヘマトクリット値）、心電図検査、　
　　　　　　　　眼底検査
■実施期間：令和 2年 6月 1日～令和 3年 2月 28日
■自己負担：無料
■持 ち 物：保険証、受診券、受診票・問診票
■実施場所：受診券に同封する一覧表に記載された医療機関

■対 象 者：令和 2年 3月末で 75歳、80歳、85歳の方と 90歳以上の被保険者
■検査項目：�問診、口腔診断（歯の状態・歯周組織の状況・口腔衛生状況・噛み合わせ・

口腔乾燥・粘膜の異常）、口腔機能検査（噛む能力・舌機能・嚥下（飲み込み）
機能）

■実施期間：令和 2年 6月 1日～令和 3年 2月 28日
■自己負担：無料
■持 ち 物：保険証、受診券、受診票・問診票
■実施場所：受診券に同封する一覧表に記載された医療機関

後期高齢者医療制度にご加入のみなさまへ

令和２年度 後期高齢者医療の健康診査のご案内

後期高齢者医療制度にご加入のみなさまへ

令和２年度 後期高齢者医療の歯科健康診査のご案内

病院・介護施設等に入院・
入所している方など定期
的に健康管理が行われて
いる場合は、必ずしも受
ける必要はありません。



〒648－0073 橋本市市脇1－1－6JA橋本支店ビル2Ｆ　TEL：0736－33－2900 FAX：0736－33－2910
サポステきのかわは厚生労働省と和歌山県の共働事業です

【問い合わせ】若者サポートステーション With You きのかわ

「働きたい」を応援します！！
（相談・利用無料、秘密厳守）

就労に関する悩みを抱える無業の若者（15～39歳）に寄り添いサポートします。

適職検査、興味検査で、自分に合った職種を見つけましょう。
履歴書作成、面接練習等、就職活動を全面的にバックアップ！
コミュニケーションワーク、パソコン講座、ビジネスマナー講座、職場体験・見学等、
各種プログラムを活用してスキルを身に着け、就労を目指します。

日　時：月曜日～金曜日  （祝日・年末年始・警報発令時はお休みします）
　　　　9：00～14：00　　※申し込みは不要です　※時間内の出入りは自由です

場　所：子育て支援センター（高野町保健福祉センター内）
持ち物：水筒、タオル、着替え
お願い：子育て支援センター内での事故やケガにつきましては保護者の方の責任でお願いします。

【問い合わせ】子育て支援センター　☎0736－56－3938

2日（木）
ふれあい遊び
10：00～11：00

9日（木）
散　歩

10：00～11：00

15日（水）
園庭遊び

10：00～11：00

21日（火）
制　作

10：00～11：00

22日（水）
リズム体操

10：00～11：00

30日（木）
みんなの集い
10：00～11：00

4 月 の 予 定
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【問い合わせ】  高野町地域包括支援センター（高野町役場内） 　☎0120－814－180（フリーダイヤル）
☎0736－56－2933

認知症サポーター養成講座について
認知症サポーター養成講座は、認知症に対する正しい知識と理解をもち、認知症の方や、その家族

の方に対して、できる範囲で手助けする「認知症サポーター」を養成して、だれもが住みやすい、や
さしい町づくりを目指す活動です。実施時間は、約 1 時間程度となり、終了後には、オレンジリング
が全員に配布され、これが「認知症サポーター」の証になります。全国的に様々な事業所などで、「認
知症サポーター」が養成されており、高野町においても、高野山高等学校をはじめ消防署などで 270
名の方が「認知症サポーター」となっています。少人数でも行えますので、もし興味をもっていただ
けましたら、高野町地域包括支援センターまでお問い合わせください。

地域包括支援センターからのお知らせ



高野町の人口
（2月末日現在）

◆人口2，970人（前月比－2）　男1，448人／女1，522人　世帯1，618戸（前月変－3）
◆出生　3 人　　◆死亡　6 人　　◆転入　9 人　　◆転出　8 人

4月の健康づくり便り

こどもの健康づくり

健
康
診
査
・
相
談

乳幼児健診の対象児 健康相談の対象児 実施日／会　場

4ヶ月児

6ヶ月児

10ヶ月児

1歳6ヶ月児

3歳6ヶ月児

Ｒ 1年12月生れ

Ｒ 1年10月生れ

Ｒ 1年 6月生れ

Ｈ30年 8月生れ

Ｈ28年 8月生れ

4ヶ月児

6ヶ月児

10ヶ月児

1歳6ヶ月児

2歳6ヶ月児

3歳6ヶ月児

Ｒ 2年 1月生れ

Ｒ 1年11月生れ

Ｒ 1年 7月生れ

Ｈ30年 9月生れ

Ｈ29年 9月生れ

Ｈ28年 9月生れ

4月20日（月）
高野町保健福祉センター
○健康相談 10：00 ～ 11：00 

(4,6,10ヶ月児)
※ 上記以外の対象児は、各戸日程

相談のうえ実施。 　　　
○乳幼児健診 13：30 ～ 14：00

 大人の健康づくり

健

康

相

談

会　場　名 実　施　日　時 備　　考
杖ヶ藪　龍福寺 2日（木）15：30～ 16：00

大滝集会所 8日（水）10：00～ 10：30

高野山多目的集会所 8日（水）14：00～ 14：30

高根集会所 9日（木）10：00～ 10：30

相ノ浦集会所 10日（金）10：00～ 10：30

桜茶屋�（秋月様宅） 13日（月）12：30～ 13：00

西郷集会所 13日（月）13：15～ 13：45

西細川多目的集会所 14日（火） 9：30～ 10：00

東細川集会所 14日（火）10：30～ 11：00

下筒香集会所 15日（水）９：30～ 10：00

（旧）筒香小学校 15日（水）11：00～ 11：30

上筒香集会所 15日（水）13：30～ 14：00

明遍集会所 21日（火）13：30～ 15：00

中の橋老人憩いの家 22日（水）13：30～ 15：00

神谷多目的集会所 23日（木）10：00～ 10：30 10：30 ～生活リハビリ（500 円）
理学療法士が同行します。

湯川集会所 24日（金）10：00～ 10：30

※保健師による相談と簡単な健康チェック（血圧測定、検尿等）を行います。

【問い合わせ】福祉保健課　保健師　☎0736－56－2933

現在コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い血液が不足しております。皆さまのご協力をお願いします。

献血の日程のお知らせ

4 月 6日（月）
10：00～ 12：00 金剛峯寺本山前駐車場
13：30～ 16：00 高野山大学
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高野町企画公室／〒 648-0281 高野町大字高野山 636 番地
TEL：0736-56-3000（代表）　FAX：0736-56-4745

発行・編集

【問い合わせ】福祉保健課 保健師 　☎0736－56－２９３3

えっ、もしかしてリーキーガッド症候群？

令和2年3月27日  第69号  (20)高　　KOYA　　野

毎日の暮らしには少なからずストレスが伴います。それに加え過食（高脂肪食など）、
飲酒、偏食、不規則な生活等によって腸管粘膜に炎症を起こし腸のバリア機能に障害を起
こすことによって、本来腸で排除されるべき様々な有害物質が腸壁から血管内に入ります。
それが身体のいたるところに運ばれ、行き着いた所で炎症を起こすことがわかってきまし
た。結果、肥満、糖尿病などの生活習慣病、がん、アレルギー、うつ病など発症し、それに関連する症状（頭痛、
鼻づまり、関節痛、倦怠感、むくみなど多数）が現れます。腸のバリア機能としての腸内細菌の善玉菌（ビフィ
ズス菌）、悪玉菌（大腸菌など）、日和見菌（優勢な菌の方に加担する）をバランスよく保つため、ビフィズス
菌を多く含むヨーグルトやビフィズス菌の餌となるオリゴ糖（きなこ、ゴボウ、小豆、玉ねぎなど）、食物繊維
（ごぼう、アボカド、枝豆など）を取り善玉菌を育て健康な腸で過ごしたいものですね。

～ 4月号のメッセージ～

3 月 3 日に令和 2年第 1回高野町議会定例会が開会され、この号がお手元に届くころに
は新年度の予算、施策が出来上がっているものと思います。
町民の皆様におかれましては、コロナ関連により不安な事も多くあると思います。3月
18 日時点、高野町及び隣の各自治体に於いて感染は確認されておりませんが、今後状況と

共に対応してまいります。
1月 20 日に中国において人から人への感染が確認されたことを受け、本町では 1月 23 日より町民はじめ
本山、町内機関等に情報提供を開始、2月 13 日に県内での感染が確認されたことを受けて、同日独自ルート
で消毒薬の購入をし、翌日に高野町対策本部を立ち上げ、まず「住民に対する広報啓発」「不特定多数の接
客を行う事業者等への消毒薬の緊急配布」を始めました。その後、政府より行事などの自粛や小中学校等の
休校要請があり、3月 3日より 14日間の休校を決めました。3月に入り状況を見てますと、このような社会、
経済活動等が当然停滞し大きな影響が出ていることから、今後どうすればこの状況下で諸活動を再開・継続
できるか頭を切り替えていく必要があります。その中で学校の一部再開を行いましたが、4月以降は今後の
状況をしっかり見極め判断してまいりたく思います。また、3月 10 日に全国市町村長会から政府に対して「新
型コロナウイルス感染症対策に関する緊急提言」を要望しました。今後これに基づき①国と地方の緊密な連
携②物資不足への対応③小中学校等の一斉休業への対応④医療介護サービス提供体制の確保⑤地域経済対策
等が国の政策として出てきます。町としてもこれらを十分活用すると共に町独自の政策も視野に入れ町内関
係機関と協力して全力で進みたいと思います。
さて、町内へのお客様の入込速報値が出ましたので報告します。昨年（1月 1日～ 12 月 31 日）は一昨年
より 148 万 2千人で約 3500 人増、宿泊者については外国人観光客の昨年の目標の 10万人を超え約 11万人の
約 1万 5千人増となり、全体の 48.5％にまで伸びる反面、日本のお客様は増加しておりません。本年は減少
する可能性が高いので誘客に向けて様々な点で頑張らないといけません。その他、新年度の新たな施策として、
日本遺産登録へ、日本農業遺産への再チャレンジ、1次産業（生薬生産の土壌改良等）、ふるさと納税への復帰、
高野山でのワーケーション計画、紀の国わかやま文化祭 2021、友好都市との周年事業等はじめ盛りだくさん
です。次月号から主な事業について説明できればと思います。
結びに春本番ではありますが、高野の朝夕はまだまだ冷えます。町民の皆様におかれましては「うがい、
手洗い、換気」をこまめにしていただき体調を崩されませんようご自愛くださいませ。

高野町長　平野 嘉也


